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平
成　

年
度
の
市
県
民
税
は
、

１９

国
の
三
位
一
体
改
革
に
よ
り
、
各

地
方
公
共
団
体
が
自
主
性
を
発
揮

し
、
よ
り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
行
う
た
め
、
国
の
所
得
税
か
ら

地
方
の
市
県
民
税
へ
税
源
移
譲
が

行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
納

め
て
い
た
だ
く
市

県
民
税
は
平
成

　

年
度（
平
成　

１９

１９

年
６
月
課
税
分
）

か
ら
大
き
く
変

わ
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
ま
で
、
市
県
民
税

１８

の
所
得
割
の
税
率
は
課
税
所
得
に

よ
っ
て
異
な
り
、
５
％
、　

％
、

１０

　

％
の
３
段
階
に
分
か
れ
て
い
ま

１３

し
た
が
、
平
成　

年
度
か
ら
一
律

１９

　

％
（
市
民
税
６
％
・
県
民
税
４

１０％
）
に
統
一
さ
れ
ま
す
（
グ
ラ
フ

１
参
照
）。

※
課
税
所
得
と
は
、
給
与
や
事
業

収
入
な
ど
税
法
上
「
収
入
」
と

呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
給
与
所
得

控
除
や
事
業
に
必
要
な
経
費
、

基
礎
控
除
、
扶
養
控
除
、
社
会

保
険
料
控
除
と
い
っ
た
諸
控
除

を
差
し
引
い
た
残
り
の
金
額
で

す
。
こ
の
「
課
税
所
得
」
に
税

率
を
か
け
た
も
の
が
「
税
額
」

と
な
り
ま
す
。

　

市
県
民
税
の　

％
化
に
伴
い
、

１０

国
税（
所
得
税
）の
税
率
構
造
も
見

直
さ
れ
ま
す
。
所
得
税
は
、
平
成

　

年
分（
平
成　

年
中
に
給
与
・

１９

１９

年
金
か
ら
源
泉
さ
れ
る
分
や
、
平

成　

年
２
月　

日
〜
３
月　

日
の

２０

１８

１７

確
定
申
告
分
）
か
ら
、
最
低
税
率

が　

％
か
ら
５
％
に
引
き
下
げ
、

１０
最
高
税
率
が　

％
か
ら　

％
に
引

３７

４０

き
上
げ
と
な
り
ま
す（
表
１
参
照
）。

国
か
ら
地
方
へ
税
源
移
譲

市
県
民
税
の
税
率
が

　
　

％
に
統
一
さ
れ
ま
す

１０

市
県
民
税
が
増
え
て
も
、所

得
税
が
減
る
た
め
、納
税
者

の
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん

　

平
成　

年
度
の
市
県
民
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
４
月

１９

　

日
発
行
の
市
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
、

１０市
県
民
税
の
主
な
税
制
改
正
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
県
民
税
の
主
な
税
制
改
正

市役所  

（グラフ１）

（表１）平成１８年度まで

平成１９年度から

負担率所　　得　　税市県民税所得割

税率税率課税所得税率課税所得

１５％
１０％３３０万円以下

５％２００万円以下

２０％
１０％

２００万円超
７００万円以下 ３０％

２０％３３０万円超９００万円以下
３３％

１３％７００万円超 ４３％３０％９００万円超１，８００万円以下

５０％３７％１，８００万円超

負担率所得税市県民税所得割
課税所得

税率税率税率

１５％５％

一律
１０％

１９５万円以下

２０％１０％１９５万円超３３０万円以下

３０％２０％３３０万円超６９５万円以下

３３％２３％６９５万円超９００万円以下

４３％３３％９００万円超１，８００万円以下

５０％４０％１，８００万円超

5％ 
10％ 

13％ 

▲0円 ▲200万円 ▲700万円 
（課税所得） 

10％ 

▲0円 ▲200万円 ▲700万円 
（課税所得） 

平成18年度まで 

平成19年度から 
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市
県
民
税
と
所
得
税
で
は
、
市

県
民
税
の
方
が
基
礎
控
除
や
扶
養

控
除
等
の
人
的
控
除
額
が
低
く
定

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ

収
入
金
額
で
も
、
課
税
所
得
金
額

は
市
県
民
税
の
方
が
所
得
税
よ
り

も
多
く
な
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
市
県
民
税
の
税

率
を
５
％
か
ら　

％
に
引
き
上
げ

１０

た
場
合
、
所
得
税
の
税
率
を　

％
１０

か
ら
５
％
に
引
き
下
げ
た
だ
け
で

は
、
税
負
担
が
増
え
て
し
ま
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
個
々
の
人
的
控
除

の
適
用
状
況
に
応
じ
て
、
市
県
民

税
の
所
得
割
額
か
ら
一
定
の
額
を

控
除
す
る
調
整
控
除（
表
２
参
照
）

が
設
け
ら
れ
ま
す
。

※
人
的
控
除
と
は
、
所
得
控
除
の

う
ち
、
基
礎
控
除
、
扶
養
控
除
、

配
偶
者
控
除
、障
害
者
控
除
、寡

婦
・
寡
夫
控
除
、勤
労
学
生
控
除

な
ど
、
人
の
基
本
的
生
計
費
に

着
目
し
た
控
除
を
い
い
ま
す
。

　

市
県
民
税
の
定
率
減
税
が
平
成

　

年
度
か
ら
廃
止
（
表
３
参
照
）

１９さ
れ
ま
す
。
な
お
、
所
得
税
は
、

平
成　

年
分
ま
で
は
所
得
税
額
の

１７

　

％
相
当
額
（
限
度
額　

万
円
）

２０

２５

が
減
税
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平

成　

年
分
は　

％
相
当
額
（
限
度

１８

１０

額　

万
５
千
円
）
と
な
り
、
平
成

１２

　

年
分
か
ら
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

１９※
税
源
移
譲
が
さ
れ
て
も
「
市
県

民
税
」＋「
所
得
税
」
の
納
税
者

の
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、

定
率
減
税
の
廃
止
に
よ
っ
て
、

平
成　

年
度
市
県
民
税
で
最
大

１９

２
万
円
の
負
担
増
と
な
り
ま
す
。

　

平
成　

年
度
ま
で
は
、
年
齢　

１７

６５

歳
以
上
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
対
し

て
非
課
税
措
置
が
適
用
さ
れ
ま
し

た
。
平
成　

年
度
以
降
は
廃
止
さ

１８

れ
ま
し
た
が
、
平
成　

年
１
月
１

１７

日
現
在
で　

歳
以
上
（
昭
和　

年

６５

１５

１
月
２
日
以
前
生
ま
れ
）
で
、
前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万

円
以
下
の
方
に
つ
い
て
は
経
過
措

置（
表
４
参
照
）が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

※
県
民
税
均
等
割
に
は
県
民
緑
税

８
０
０
円
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

税
源
移
譲
に
伴
い
所
得
税
額
が

減
少
す
る
結
果
、
今
ま
で
所
得
税

で
控
除
で
き
て
い
た
金
額
が
控
除

し
き
れ
な
く
な
る
と
い
う
問
題
が

生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
既
存
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

適
用
者
（
平
成　

年
か
ら
平
成　

１１

１８

年
ま
で
の
居
住
者
）
の
税
負
担
の

変
動
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
、
対
象
と
な
る
方
か
ら
の
申
告

に
基
づ
き
、
市
県
民
税
の
所
得
割

の
額
か
ら
控
除
し
ま
す
。

　

地
震
へ
の
備
え
に
対
す
る
自
助

努
力
を
支
援
す
る
施
策
の
一
環
と

し
て
、
地
震
保
険
料
控
除
が
創
設

さ
れ
、
地
震
保
険
料
の
２
分
の
１

に
相
当
す
る
額
（
上
限
２
万
５
千

円
）
が
控
除
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に

伴
い
損
害
保
険
料
控
除
は
廃
止
さ

れ
ま
す
が
、
経
過
措
置
と
し
て
、

平
成　

年
末
ま
で
に
契
約
し
た
長

１８

期
損
害
保
険
の
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
従
来
の
損
害
保
険
料
控
除
の

適
用
が
あ
り

ま
す
（
両
方

の
控
除
を
受

け
る
場
合
の

上
限
は
２
万

５
千
円
）。

《
問
合
せ
》
税
務
課
市
民
税
係
ま

　

た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

調
整
控
除
が
創
設
さ
れ
ま

す
（
人
的
控
除
額
の
差
に
よ

る
負
担
増
の
減
額
措
置
）

定
率
減
税
が
廃
止
さ
れ
ま
す

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用

　
（
平
成　

年
度
〜

２０
平
成　

年
度
適
用
）

２８

　

歳
以
上
の
方
の
非
課
税
措

６５置
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置

地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

（
平
成　

年
度
か
ら
適
用
）

２０

（表２）調整控除

控　　除　　額
課税所得
金額

　次の①と②のいずれか少ない金額の
５％（市民税３％・県民税２％）
①市県民税と所得税の人的控除額（基礎
控除含む）の差の合計額
②課税所得金額

２００万円
以下

　次の①から②を控除した金額（５万円
を下回る場合は５万円）の５％（市民税
３％・県民税２％）
①市県民税と所得税の人的控除額（基礎
　控除含む）の差の合計額
②課税所得金額から２００万円を控除した
金額

２００万円
超

６５歳以上の方の非課税措置の
　廃止に伴う経過措置（表４）

均等割

所得割年　度
県民税市民税

非課税非課税非課税平成１７年度

１，１００円１，０００円
３分の１を
課　税

平成１８年度

１，４００円２，０００円
３分の２を
課　税

平成１９年度

１，８００円３，０００円
軽減措置なし
全額課税

平成２０年度

市県民税所得割の定率減税の経過（表３）

　定率控除前の所得割額の１５％相当
額を控除（限度額４万円）

平成１７年度
まで

　定率控除前の所得割額の７．５％相
当額を控除（限度額２万円）

平成１８年度

廃止平成１９年度


